
平成27年度三豊市におけるかがわ障害者就労施設等からの

物品等調達方針

１.目的

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者

就労施設等〔別紙1〕からの物品等〔別紙2〕の調達の推進を図るため、以下の

とおり方針を定めるものである。

２.適用範囲

この方針は、三豊市の物品等の調達に適用する。

３.調達目標

三豊市が施設等から調達する品目と目標は、以下のとおりとする。

内        容 備考

需
用
費

印刷製本 窓あき封筒印刷

清掃・施設管理 公園清掃

1,200円／人日

その他のサービス・役務リサイクル処理保管業務

缶　10円／kg

ビン　16円／kg

ペット　21円／kg

４.調達の実施

障害者就労施設等からの物品等の調達については、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号}及び三豊市会計規則(平成18年規則第55号)に基づき、予

算の適正な執行に配慮しつつ・障害者就労施設等から随意契約を活用する

ことにより、物品等の調達を行うものとする。

（単位:千円）

  品  　　　  目 H27年度目標

役
務

74

合計 12,371

588

11,783

指定管理
運営業務



豊中まちづくり推進隊に聞く

11,782,800


